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平素は、我が国物流の大宗を占め、国民生活や産業活動を支える

トラック運送業界に対し、深いご理解と格別なるご指導、ご支援を

賜り厚く御礼申し上げます。  

 我々トラック運送業界は、公共的物流サービスの担い手として、

その重要な使命を果たすべく、懸命に尽力するとともに、社会との

共生を図るため、輸送の安全確保や環境対策、災害時の緊急支援物

資輸送などに積極的に取り組んでいるところです。さらに今回の新

型コロナウイルスに係る緊急事態宣言下においても、ステイホーム

を支えるエッセンシャル事業として、荷主のニーズに応え、日夜輸

送を行っております。 

 一方、中小事業者が９９％以上を占め、元々経営基盤がぜい弱な

なか、新型コロナウイルスの影響で荷主企業の休業や操業停止が増

え、輸送量の大幅な減少により事業経営に大きな影響を及ぼしてお

ります。このような状況が長引けば、倒産する事業者や、退職を余

儀なくされる従業員が多数出て、将来的に安定した輸送力を確保で

きなくなることも懸念されます。 

つきましては、新型コロナウイルスの影響が収束し、我が国経済

が正常に回復するまでの間、下記支援措置について要望いたします。

何卒ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 



 

2 
 

 
【支援要望項目】 
 
Ⅰ 緊急事態宣言下においてエッセンシャル事業として、 
  国民生活や経済活動を支えるトラック運送事業に対す 
  る理解促進、業界に対する支援 
 
１．高速道路料金の大口・多頻度割引（契約単位割引・車 

両単位割引）の実質５０％以上の割引の適用 
  
２．特定警戒都道府県へ物資を輸送するトラックドライバ 

ーへの危険手当給付制度の創設 
  
３．ドライバーに対するウイルス感染防止に係るマスクや 
  消毒液などの優先供給 

 
 
 
Ⅱ 経営危機に直面しているトラック運送事業者の事業存 

続に係る支援措置 
 
 １．雇用調整助成金の上限額（日額８，３３０円）の引き 

上げ及び手続きの簡素化、迅速化 
  
 ２．休業中の従業員が失業給付金を受給できる「みなし失 

業」制度の創設 
  
３．資金繰りへの支援 

   （１）当面の金融機関からの返済猶予 
   （２）金融機関による貸し剥がしの防止 
  
 ４．持続化給付金制度の給付要件の緩和 
  
５．休車車両に対する自動車関係諸税の猶予 
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参考資料①：新型コロナウイルスによる業界への影響 
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参考資料②：高速道路料金における大口・多頻度割引の概要 

 

 

※自動車運送事業者の ETC2.0搭載車を対象とした令和２年度（令和 3年 3月）末までの割引率であ

る。それ以外については、（  ）内の割引率となる。 

 

 


